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会 議 録 
会議の名称 令和２年度 第２回 西東京市下水道審議会 

開 催 日 時 令和２年11月26日（木） 午後２時00分から午後4時30分まで 

開 催 場 所 保谷庁舎東分庁舎地下１階会議室 

 

 

出 席 者 

 

【委 員】白井会長、石原副会長、衣川委員、石川委員、 

金子委員、樋渡委員、堀内委員、山田委員、 

【事務局】蓮見都市基盤部長、保谷下水道課長、大庭主幹、下田業務係長 

増田主査、加藤工務係長、乙幡施設管理係長 

【欠席者】０名  【傍聴人】０名  【計画策定支援事業者】２名 

 

 

議 題 

１ 協議事項 

（1） 西東京市下水道プラン（素案）について 

２ その他 

 （1）第１回下水道審議会会議録（案）の確認について 

会議資料の

名   称 
資料12 西東京市下水道プラン（素案） 

記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会議内容 

＜ 開会 ＞ 

（事務局より開会のあいさつ） 

  〇事務局：西東京市下水道プラン（素案）の計画策定支援事業者の同席を了承願

う。 

 

＜１ 協議事項＞ 

（１）西東京市下水道プラン（素案）について 

  〇白井会長：議題１、西東京市下水道プラン（素案）について事務局より説明願

う。 

  〇事 務 局：パブリックコメントとして市報とホームページに掲載予定を伝える。 

前半第１章から第４章について説明。 

  〇白井会長：ここまでの事務局からの説明について、意見、質問等あるか。 

  〇石川委員：第１章計画策定の趣旨で、今回令和３年３月改定というこのプランは 

短期計画５年計画に位置付けられるのか。既にこの３つの計画が定ま

っていることなのか。 

  〇事 務 局：令和３年度から新たに５年の短期計画、10年、また20年と新たに全て

を見直した計画になっている。 

  〇石川委員：この冊子は短期計画ですか。 

  〇事 務 局：全て含んだ形になる。 

  〇石川委員：既に定まっているものを改定することなのか。 

  〇事 務 局：ご質問のとおりです。 

  〇山田委員：東京都から各市の地震想定で管きょ被害率等が発表されている中で西

東京市はゼロから100％幅の表記になっていた。多摩直下地震のとき

の管きょ被害率は、どれくらいの想定がされているのか。 



- 2 - 

 

        震災がくるとトイレが一番困るだろうとニュースでも上がっている。

病院でトイレが使えなくなると非常に怖いと考えている。 

  〇事 務 局：本市では４つの地震で被災した場合、最大で24.8％の施設の被害があ

ると想定しBCPを計画している。 

  〇白井会長：24.8％の施設被害は主にどの辺りか予想はついているのか。 

  〇事 務 局：石神井川沿いの市の南西部地域です。 

  〇白井会長：他に質疑等あるか。 

  〇石原副会長：記述の仕方について、５ページ「汚水の面的整備は、平成５年度に完

了しています」、７ページ「平成５年に整備は概ね完了していま

す」、22ページは「汚水の面整備は平成５年度に完了し」とあるが、

「概ね」に何か意図及び違いがあるのか。 

        続けて７ページ「年度」と「年」、10ページ「管路」と「管きょ」の

記述の違いも特に意味がなければそろえた方が良い。 

  〇事 務 局：文脈をそろえ整理する。 

  〇石原副会長：46ページBCPの整備は整備済なのか、これから整備していくものなの

か、意味がわかりかねる。 

  〇事 務 局：整備済です。 

   〇白井会長：適正な下水道料金について、32ページ「下水道料金の経費回収率が

100％超えています」とあるが、それ以上の経費回収率を目標として

いるようにうかがえる。他市とかは何％の回収率が適正なのか。 

  〇事 務 局：令和元年度決算で118.2％だが、長らく100％を達成できていなかっ

た。他市の状況は、令和元年度決算で26市中１番が146.4％、2番が

141.2％、３番が140.5％と続く。 

100%を超えている市は16市ある。 

  〇白井会長：26市中では下水道料金が下の方になっており、118.2％で経費回収さ

れても、その金額では将来にわたっての財源確保として下水道料金の

検討が必要とのことですか。 

  〇事 務 局：この下水道プランで30年間の事業計画を示し,収支バランスを踏ま

え、今後の下水道使用料の適正な使用料について審議をいただきた

い。 

〇石川委員：貯留施設をつくる下水道計画の話と、河川に放流できる流量はリンク

しない。河川の整備で、内水被害が減るように書かれてしまうと疑問

符が出るので、河川整備について「何ミリ対応」という記述をするの

であれば、東京都河川部局と調整してからがよい。 

いっ水対策表現についても、いっ水被害は、堀込河道で水が溢れてし

まうこと、時間雨量が多過ぎて水が地下に入っていかなく全体に溢れ

被害が出るのが内水被害、内水ハザードマップを作られているのな

ら、「内水被害対策」或いは「浸水被害軽減」がわかりやすい。 

        もう１点、「水循環基本法」が成立された関係で「水循環基本法」 

に基づくものなのか「総合治水」に基づくものなのかしっかり踏まえ 

た方がよい。 

〇白井会長：事務局に今の意見の対応をお願いする。 

  〇金子委員：「会計制度を平成31年度から変えました。資本費の提示も変わりま
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す。」とあるが、資本費の推移等の指標が明確に変わっていること

がわかるよう整理願いたい。 

  〇事 務 局：平成30年度以前、令和元年以降のものと方法の違いがわかるような記

載を検討する。 

  〇白井会長：引き続き第５章以降を事務局から説明をお願いする。 

  〇事 務 局：後半第５章から第８章について説明。 

  〇白井会長：第５章以降の質問を承りたい。 

  〇石川委員：経営回収率及び投資・財政計画等の数字の算定根拠を今後説明しても

らえるのか。また、根拠資料も載せるのか。 

  〇事 務 局：投資・財政計画等はこのまま公表する。 

  〇石川委員：数字の裏付け的なものはあるのか。 

  〇事 務 局：資金計画を立てた中で経費回収率の見通しをしている。 

  〇石川委員：資本的収支・収益的収支の意味がわかりづらい、もう少し丁寧に説明

された方が良い。 

        また、他の市、町では雨水と汚水を分けて表記することが多い。下水

整備が終わっても企業債が増えるのは、雨水幹線を今後やるんですよ

と。加えて、今後の人口推計をどう見込むのか。30年先とかになって

くると、実際、人口がどうなるのか。その時に賄えるのかを、言葉な

り表上で表現の調整をお願いしたい。 

  〇事 務 局：今後、表現については整理していく。 

 〇石川委員：最終的には、お見せすると。 

       そうであれば、中の数字もエビデンス（根拠）の部分を教えていただ

きながら、考えていければいいかと思う。 

       今後、下水に接続していく2.6％の方々については、受益者負担金は

取れていないのか。実際、収入として入ってくるのかを、今後、この

場で説明いただきながら表現を調整したい。 

 〇事 務 局：受益者負担金は昭和50年代から60年代に、全域負担金をかけさせてい

ただき、今現在負担金が残っているのは、当時農業を営んでいた農家

の方で徴収猶予を受けられている人。この猶予を受けられている方々

と、2.6％の方々とは一致するものではない。2.6％の人は浄化槽の利

用者などである。  

  〇樋渡委員：言葉が難しいこともあるが、市民への公表の仕方の工夫が必要と思

う。何を見れば、市民が一番わかるのか、理解できるのかを知りた

い。 

        PDACサイクルは10年で次の見直しをするのか、10年の中で常に見直し

をしていくのか教えてほしい。 

  〇事 務 局：市民に分かりやすく説明すべきところは、今後の下水道事業の計画の

形となる整備目標であり、主要な施策と目標・施策の展開が主なもの

となり、どういうことを目標にして事業サービスを行うのかが一番に

なる。 

        総務省から経営戦略の部分は３年から５年おきに必ず見直しを行いな

さいとの通達があり、定期的に見直しを図る予定。そこに合わせ下水

道プランも未定ではあるが、３年から５年程度で見直しを図り新たに
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そこを公表するよう考えている。 

  〇石川委員：コロナの状況下で使用料徴収について、今のところ、通常通り徴収し

ていく考えでいるのか。 

  〇事 務 局：下水道使用料については、毎月動向を確認しているが、大きくは減少

していない。対前年比較の動向を見たうえでも影響はあまり見受けら

れないため、使用料の算定上は考慮していない。 

  〇石川委員：コロナ禍において、使用料徴収緩和処置していく団体が多い中、いつ

現在の算定数値なのか明確な表記の検討を願いたい。 

  〇事 務 局：表現方法につて検討を考える。 

  〇白井会長：本日の協議事項の下水道プランの素案につき、パブリックコメントに

出すかどうかの審議を図りたい。 

  〇事 務 局：各委員からの意見を整理し、修正する。 

  〇石川委員：修正後は会長判断に任せる。 

        （各委員より、異議なし） 

  〇白井会長：会長一任でパブリックコメントを実施する。 

＜２ その他＞  

（１）第１回下水道審議会会議録（案）の確認について 

  〇白井会長：事務局からの説明を願う。 

  〇事 務 局：事前に郵送した第１回会議録の内容に修正点がなければ、承認をいた

だきたい。 

〇白井会長：会議録に関し、発言とか内容等で修正はありますか。 

（各委員、意見なし） 

        意見がないようなので、会議録について承認したものと決定します。 

        （各委員、意義無し） 

        他に事務局から何かありますか。 

  〇事 務 局：第３回の審議会は２月４日（木曜日）午後２時から保谷庁舎東分庁舎

地下１階会議室を予定しています。 

  〇白井会長：第３回のときには、会長修正（案）を提供していただきたい。 

        以上ですが、特に皆様から何かありますか。   

        （各委員、特になし） 

 

＜ 閉会 ＞ 

  〇白井会長：本日の審議会は終了とさせていただきます。 

 

 

 


